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１．長寿命化修繕計画の目的 

 

1)背景 

福知山市では現在、１本のトンネル（表-1 参照）を管理している。 

2014 年(平成 26 年)に完成、供用開始しており建設後 8 年を経過している。 

 

今後、経年による劣化を鑑み、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、トンネルの修繕・

改修に要する費用が増大となることが懸念される。 

 

2)目的 

このような背景から、より計画的なトンネルの維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に

橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。 

コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”

予防保全型へ転換を図り、トンネルの寿命を延ばす必要がある。 

そこで福知山市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、

トンネル長寿命化修繕計画を策定する。 

 

3)予防保全の取り組み 

定期的な点検により、更新や大規模な修繕が必要となる前に対策を実施している。 

 

表-1 福知山市が管理するトンネル一覧 

トンネル名称 延長

（ｍ） 

竣工年度 形式 路線名 等級 

（区分） 

地名 

安国南山トン

ネル 

315 2014 NATM 尾藤南山線 D 福知山市大江

町南山ほか 
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２．長寿命化修繕計画の対象トンネル 

 

  長寿命化修繕計画の対象とするトンネルは、1 本(令和４年度時点)とする。 
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 

1)健全度の把握の基本的な方針 

定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき、トンネルの損傷を

早期に発見するとともに健全度を把握する。 

 

2)日常的な維持管理に関する基本的な方針 

早期に発見するとともに健全度を把握する。 

 

3)維持管理のマネジメントサイクル 

 
 4)対策内容及び実施時期 

   本計画では、道路法施行規則第４条の 5 の 6 に基づく 5 年に１回の頻度での点検（以下「定

期点検」という。）により、健全性を判定し、修繕及び補修の実施スケジュール等を実施計画に

示しています。 

 

表-2 対策及び定期点検の実績及び予定 

 
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 措置方針 

全体 

概算事業費 

安国南山トンネル ●     〇     経過観察 約 500 万円 

〇点検予定 ●点検実施済 ■修繕 

 

定期点検は、道路トンネル定期点検要領（平成 31（2019）年２月、国土交通省道路局。以下

「点検要領」という。）等に基づき、トンネル本体工及びトンネル内に設置されている附属物に

ついて、5 年に 1 回の頻度で近接目視により実施することを基本とします。 

 また、必要に応じて触診や打音検査等を行うとともに、利用者被害の可能性のあるコンクリー

トのうきを除去するなどの応急措置を講じます。 

   なお、日常的には、道路パトロールや市民からの通報により確認された変状等について、遠望

目視点検や調査のうえ、必要に応じて補修等の措置を実施します。 

定期的にトンネルの点検を実

施し、損傷状況の把握に努める 

定期点検結果に基づき、損傷原

因に関する所見をまとめ、対策

区分の判定を行う 

補修・補強計画を策定し、的確

かつ効率的に補修・補強を行う 

各種点検結果、補修等の履歴を

記録する 
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４．定期点検の結果 

施設の老朽化状況（令和 3年度定期点検結果） 

 

   令和 3 年度の定期点検では、点検要領に基づき、トンネルの変状の状況を把握したうえで、ひ

び割れ、うき、漏水等の変状ごとに「対策区分の判定」を行います。判定に当たり、原因の特定

など調査が必要な場合には、変状原因を推定するための調査を行います。 

 

表-３ 点検要領に基づく対策区分の判定 

区 分 定  義 

Ⅰ 利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため、措置を必要としない状態 

Ⅱ 

Ⅱb 将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、監視を必要とする状態 

Ⅱa 
将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、重点的な監視を行い、予防保全の観点か

ら計画的に対策を必要とする状態 

Ⅲ 早晩、利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、早期に対策を講じる必要がある状態 

Ⅳ 利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、緊急に対策を講じる必要がある状態 

 ※ 道路トンネル定期点検要領抜粋（平成３１年３月 国土交通省 道路局 国道・技術課） 

 

トンネルの「健全性の診断」は、対策区分の判定の結果等を基に、トンネルの変状・異常が利

用者に及ぼす影響を詳細に把握し、適切な措置を計画するために、変状区分を外力（ひび割れ

等）・材質劣化（うき・はく離等）・漏水に分類して、下表の 4 段階において、「変状等
．．．

の健全性
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の診断」を実施後に、構造物単位で実施する「トンネルごと
．．．．．．

の健全性の診断」を行います。 

なお、「健全性の診断」は「Ⅱｂ」と「Ⅱa」を併せて「Ⅱ」と取り扱う、４段階の判定としま

すが、実際の措置は 5 段階の「対策区分の判定」に基づいて検討していきます。 

 

 

 

表-４ 点検要領に基づく健全性の診断 

区 分 状  態 

Ⅰ 健全 道路トンネルの機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
道路トンネルの機能に支障が生じていないが、予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
道路トンネルの機能に支障が生じる可能性があり、早期に措

置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路トンネルの機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 

※ 道路トンネル定期点検要領抜粋（平成 31 年 2 月 国土交通省 道路局） 

 

５．対象トンネルの長寿命化及び修繕・補修に関する基本方針 

  本計画は、限られた財源の中で、老朽化の進行するトンネルについて、定期的な点検に基づき修 

繕等を実施する予防保全型の維持管理を進めることにより、トンネルの寿命を 100 年とすること 

を目標にトータルコストの縮減や予算の平準化を図ろうとするものです。  

     

■費用縮減に関する具体的な方針 

  令和８年度までに新技術等の活用方針による検討を行い、費用縮減効果があるものについて

は積極的に活用する。 

【数値目標：新技術を活用した点検 費用縮減効果：約 50 万円】 

   集約・撤去に関する方針 

    【福知山市が管理するトンネルについては１箇所しかなく集約ができない。当該トンネルは

福知山市大江町と福知山市街地を結ぶ重要な路線であり、地域住民にとっての利便性が高

く、由良川増水時に本線以外に福知山市街地へ避難する道路がなく、当該地域を含めた大

江町の右岸側地域の避難道路となっている。隣接する迂回路を通行した場合、約 2.0km(所

要時間 5 分)ではあるが、幅員が約 3.5ｍと狭く離合も困難な住宅が近接する生活道路を

通行することとなり、社会活動へも大きな影響を与えるため、撤去することは困難である。

今後、周辺の状況や施設の利用状況を踏まえて、再度検討を行う。】 
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６．新技術等の活用方針 

点検の迅速化による経費節減や、新素材や新工法の適用によるトンネルの延命化を目的に、新技

術情報提供システム(NETIS)や点検支援技術性能カタログ(案)などを参考に、点検や設計段階から

新技術の活用について検討する。 

７．長寿命化計画の優先順位 

長寿命化の優先順位は、定期点検の健全性の診断に基づき、健全性の低い（劣化している）損傷

個所及び通過交通に影響を及ぼす恐れの箇所を優先的に補修する。 

８．実施計画 

1)実施期間 

５年に１回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は 10 年とす

る。なお、実施計画については、点検結果等を踏まえ、更新する。 

 

 2)健全性の診断結果について 

   定期点検に基づく健全性の診断結果は、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状 

  態（Ⅱ判定）となっている。 

   判定Ⅱであることや竣工年度も新しいことから当面の対策は不要なことから重点監視の実施

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

福知山市トンネル長寿命化修繕計画 
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